
　本人や家族が抱える介護の不安や負
担を社会全体で支え合うための社会保
障制度です。40～64歳の方は、国民
健康保険税や職場の医療保険料と合わ
せて納付しますが、65歳以上の方は、
知多北部広域連合に納付します。

※４月以降に65歳になった方や転入した方などで６、８、10、12、２月の各月
１日時点の状況で、年金保険者（日本年金機構など）から連絡があった方は
約６か月後の年金から天引き

※特別徴収対象年金は、老齢（退職）年金、障害年金および遺族年金
※普通徴収の方が納付書で納付できる場所は納付書裏面をご確認ください。

納付方法 納　　付　　時　　期

特別徴収特別徴収
年金からの天引き

済第１期分（４月年金・仮徴収）　
済第２期分（６月年金・仮徴収）　
第３期分（８月年金・仮徴収）
第４期分（10月年金・本徴収）
第５期分（12月年金・本徴収）
第６期分（令和

４年２月年金・本徴収）

普通徴収普通徴収
納付書による納付
または口座振替

第１期分（８月２日納期限）	
第２期分（８月31日納期限）
第３期分（９月30日納期限）
第４期分（11月１日納期限）
第５期分（12月27日納期限）
第６期分（令和

４年２月28日納期限）

65歳以上の方の
介護保険料
問い合わせ
・知多北部広域連合　事業課　 052-689-2261
・役場　ふくし課　内線127

保
険
料
額
が

改
定
さ
れ
ま
す

　

保
険
料
基
準
額
（
年
額

６
万
６
、３
９
６
円
）を
基
準
に

し
て
、
前
年
所
得
等
に
基
づ
き

所
得
段
階
別
に
保
険
料
を
決
定

し
ま
す
。
詳
細
は
７
月
中
旬
に

送
付
す
る
介
護
保
険
料
額
決
定

通
知
書
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

賦
課
期
日
は
４
月
１
日

　
４
月
1
日
以
降
新
た
に
被
保

険
者
資
格
を
取
得
し
た
方
は
、

資
格
を
取
得
し
た
月（
65
歳
以

上
で
新
た
に
住
民
と
な
っ
た
方

は
、住
民
と
な
っ
た
日
の
属
す
る

月
、
４
月
２
日
以
降
に
65
歳
に

到
達
す
る
方
は
誕
生
日
の
前
日

の
属
す
る
月
）
か
ら
保
険
料
の

賦
課
が
始
ま
り
ま
す
。

減
免
は
相
談
を

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
伴
う
主
た
る
生
計

維
持
者
の
減
収
や
災
害
な
ど
に

よ
り
、
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
方
は
減
免
制
度
が
利
用
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
問

い
合
わ
せ
先
へ
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

納
付
方
法
は
３
種
類

①
年
金
か
ら
の
天
引
き

　
（
特
別
徴
収
）

②
納
付
書
に
よ
る
納
付

③
口
座
振
替（
普
通
徴
収
）

　
年
６
回
に
分
け
て
保
険
料
を

納
付
し
ま
す
。
８
月
の
年
金
も

仮
徴
収
と
し
て
介
護
保
険
料
の

天
引
き
を
し
ま
す
が
、
10
月
以

降
の
年
金
で
、
仮
徴
収
し
た
保

険
料
と
確
定
し
た
保
険
料
と
の

差
額
を
天
引
き（
本
徴
収
）し
て

調
整
し
ま
す
。

65
歳
以
上
の
普
通
徴
収

に
該
当
す
る
方
へ

●
便
利
で
安
心
の
口
座
振
替
に

変
更
を

　
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
役
場
ふ
く
し
課
、
知
多
北

部
広
域
連
合
ま
た
は
金
融
機
関

で
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

・
持
ち
物
　
利
用
す
る
口
座
の

通
帳
と
通
帳
印

●
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

も
納
付
で
き
ま
す

　
バ
ー
コ
ー
ド
付
き
の
納
付
書

は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

介
護
保
険
料
の
お
支
払
い
が
可

能
で
す
。

　
た
だ
し
、納
付
書
記
載
の「
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
使
用
期

限
」を
過
ぎ
た
納
付
書
お
よ
び

バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
て
い

な
い
納
付
書
は
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
の
取
扱
い
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

負
担
割
合
証

　
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
に

か
か
っ
た
費
用
の
う
ち
、
自
己

負
担
分
（
所
得
金
額
等
に
応
じ

て
１
～
３
割
）
を
お
支
払
い
い

た
だ
き
ま
す
。
要
介
護
・
要
支

援
認
定
を
受
け
て
い
る
方
全
員

に
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
た

「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」を
送

付
い
た
し
ま
す
の
で
、
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
さ
れ
る
方
は
、
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
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※１　同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がい
て、65歳以上の人の収入が単身の場合383万円以上、２人以
上の場合520万円以上ある世帯の人
※２　「その他の合計所得金額」は、地方税法上の「合計所得金
額」（収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額）
から課税年金の所得金額を控除した金額。なお、土地等の売
却などに係る特別控除額がある場合は、長期譲渡所得および
短期譲渡所得に係る特別控除額を控除。給与所得が含まれて
いる場合は、給与所得から10万円を控除した金額

利用者負担段階区分 上限額
現役並み所得者　※1（７月まで） 世帯44,400円

８
月
か
ら

年収約1,160万円以上 世帯140,100円

年収約770万円以上
約1,160万円未満 世帯93,000円

年収約383万円以上
約770万円未満 世帯44,400円

一般 世帯44,400円

住民税世帯非課税 世帯24,600円

・課税年金収入額およびその他
の合計所得金額の合計が80万
円以下の人　※２
・老齢福祉年金の受給者

個人15,000円

生活保護の受給者 個人15,000円

利用者負担を15,000円に減額する
ことで、生活保護の受給者となら
ない場合

世帯15,000円

保険料の
所得段階 減免の対象となる要件 利用者負担額

の減免割合

第１第１
段階段階

(1) 世帯の年間合計収入が98万
円（世帯員２人の場合は32万
円加算した額、以後世帯員が１
人増える毎に32万円加算した
額）以下の方（年金なども含む）
(2) 市町村民税の課税者に扶養
されていない方（同一生計者
を含む）
(3) 世帯の預貯金額の合計が
350万円（世帯員２人の場合
は100万円加算した額、以後
世帯員が１人増える毎に100
万円加算した額）以下の方
(4) 介護保険料を滞納していな
い方

負担額の
4分の3
を減免する

第２第２
段階段階

負担額の
２分の1
を減免する第３第３

段階段階

65歳以上65歳以上の方のの方の介護保険料介護保険料

●と　き
　８月５日（木）
　午後１時30分～４時30分
●ところ

東海市しあわせ村保健福祉
センター　

●内　容
　介護サービスの利用上で
生じたサービス事業者との
トラブルに関する相談で、
法律問題を含むもの
※例…請求された料金が契

約と異なる、サービス事
業者の対応により精神的
あるいは肉体的苦痛を感
じた、サービス提供時に
身体的あるいは財産的な
損害を受けたなど

●対　象
知多北部広域連合から要介
護または要支援の認定を受
けた被保険者およびその介
護者

●定　員　６名（先着順）
●応対者
　熊田法律事務所弁護士
●その他　

・同一案件は３回まで
・相談したい内容を具体的

に整理しておくこと
●申込み

７月８日（木）～21日（水）の
平日午前８時30分～午後５
時に電話で問い合わせ先へ

●問い合わせ
　知多北部広域連合　総務課
　 052-689-1651

介護サービス
利用に関する
法律相談

（無料、予約制）
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
申
請

　
同
じ
月
に
利
用
し
た
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
を

合
算
（
同
じ
世
帯
内
に
複
数
の

利
用
者
が
い
る
場
合
に
は
世
帯

合
算
）
し
、
上
限
額
を
超
え
た

と
き
は
、
申
請
に
よ
り
超
え
た

分
が「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」

と
し
て
後
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

令
和
３
年
８
月
か
ら
現
役
並
み

所
得
者
の
区
分
が
細
分
化
さ
れ
、

上
限
額
が
変
わ
り
ま
す
。

減
免
制
度

　
次
表
の
す
べ
て
の
項
目
に
該

当
す
る
方
（
生
活
保
護
受
給
者

を
除
く
）
は
、
利
用
者
負
担
の

減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
利
用
者
負
担
の
減
免
申
請

は
役
場
ふ
く
し
課
ま
た
は
知
多

北
部
広
域
連
合
に
申
請
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
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